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大分県水害対策会議 復旧・復興推進計画

平成２９年８月２３日

平成２９年７月５日からの記録的な梅雨前線豪雨により、日田市、中津市を

中心に河川の氾濫や土砂崩れなどにより、県内各所で甚大な被害を受けました。

これまで、緊急対応、応急復旧に取り組んできたところですが、被災後一ヶ

月以上が経過し、今後は本格的な復旧・復興へと移ります。

復旧・復興に向けては、「大分県水害対策会議」を７月１４日に立ち上げ、

翌１５日には中津市、日田市でそれぞれ市長をはじめ市関係者とともに現地水

害対策会議を開催し、その後も被災市と意見交換を行い、また、度々被災現場

に出かけて状況把握に努めてきたところです。このように被災市と連携し、ま

た現場に応じた具体的な取組を「復旧・復興推進計画」として取りまとめまし

た。

今後は、この計画に基づき、関係部署が連携するとともに、国や被災市と協

力して、迅速な復旧・復興に向けた取組を着実に推進します。
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Ⅰ 被災者への支援

１ 暮らし・住宅再建の支援

(１)緊急対応［７月補正(専決）］

①災害救助法の適用

７月５日 日田市、中津市

②災害派遣要請

・自衛隊（延べ３，７０５人）

７月５日 日田市

７月６日～１３日 大分県全域

・緊急消防援助隊（９県 ５２８隊 延べ２，０９０人）

７月５日～１０日 日田市、７月５日～７日 中津市

・広域緊急援助隊（警察）（６県 延べ４１０人）

７月５日～１０日 日田市

③避難所の設置（避難者数の最大値及びその際の避難所数）

合 計 244箇所 1,137世帯 2,277人

内訳 中津市 52箇所 444世帯 787人

日田市 65箇所 372世帯 1,002人

その他 127箇所 321世帯 488人

※数値は、県が災害情報として公表したもののうち最大のもの(詳細は30頁)

④災害ボランティア等による支援

・現場におけるボランティアのマネジメント体制を構築し、より被災者

の支援ニーズに応じた支援を実施しましたが、今回の災害でも、大変

多くのボランティアの支援をいただき、復興を助け、励ましていただ

きました。

・一般ボランティア活動累計 ９，２１６名（7/8～8/21現在）

・県内経済界の青年４団体が被災事業所等の復旧を支援

５７名（中津市耶馬溪地区、日田市小鹿田地区）ほか

・県、ＪＡ職員等が援農隊を結成し、被災農家のハウス内のごみ撤去等

の復旧作業を実施 ５２８名（7/12～8/2）

・防災エキスパート（退職した県土木職員で構成）による、河川等の被

害状況調査を実施 ２１名（7/11～7/13）

⑤災害応急体制の検証

・住民への災害情報の伝達や自主防災組織の活動、孤立地域への対応、

避難所の運営やボランティア活動などを検証し、県や市町村の地域防
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災計画に反映(平成30年3月)

（今後の検討課題例）

落雷による防災行政無線の障害

→伝達手段の重層化

自主防災会、区長等との連携による迅速な避難

→自主防災組織の活動活性化による全県的な迅速避難の実践

(２)災害弔慰金、災害援護資金

①災害弔慰金等の支給［９月補正］

・災害弔慰金を支給する市への助成（国1/2、県1/4）

・消防賞じゅつ金の支給

②災害援護資金の貸付［７月補正(専決）］

（制度の概要)

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、負傷、または、住居、

家財に被害を受けた世帯主に対し、生活の立て直しに資する資金を貸付

・実 施 主 体：市町村

・貸付原資負担：国2/3 県1/3 （市町村に無利子貸付）

・貸付限度額：３５０万円 ※次表を参照

世帯主の１ヶ月以上の負傷 150万円

250万円

家財の１／３以上の損害 150万円 270万円

(350) 350万円

住居の半壊 170万円(250)

住居の全壊 250万円(350)

住居全体の滅失又は流出 350万円

（注）被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるをえ

ない場合等特別の事情がある場合は（ ）内の額となる。

・利 率：年３％（据置期間中は無利子）

※市が据置期間終了後の利子補給を実施

・償還期間：１０年（据置期間３年）

(３)被災住宅の再建に向けての支援

①被災者生活再建支援金（被災者生活再建支援法）（国の制度）

・適用市町村：日田市 （７月５日適用）

(対象：全壊１０世帯以上など要件を満たす市町村)

・支援対象者：住宅が全壊、大規模半壊した世帯等
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・支 援 内 容：住宅の被害程度、再建方法等に応じた支援金の給付

給付額

基礎支援金 加算支援金 合計額

建設・購入 ２００万円 ３００万円

全壊 １００万円 （２５０万円）

(大規模半壊) (５０万円) 補修 １００万円 ２００万円

（１５０万円）

賃借 ５０万円 １５０万円

（１００万円）

※世帯人数が１人（１人暮らし）の場合は、上記額の３／４

※（ ）内は大規模半壊世帯の場合の支給額

・申請窓口：市町村

②大分県災害被災者住宅再建支援制度による支援金(県の制度)［９月補正］

・適用市町村：全市町村

・支援対象者：住宅が全壊、半壊、床上浸水した世帯

※同一市町村内に引き続き居住する世帯を対象

※国制度の支援対象者を除く

・支 援 内 容：住宅の被害程度、再建方法等に応じた支援金の給付

給付額

基礎支援金 加算支援金 合計額

建設・購入 ２００万円 ３００万円

全 壊 １００万円 補修 １００万円 ２００万円

賃借 ５０万円 １５０万円

半 壊 ５０万円 建設・購入・補修 ８０万円 １３０万円

賃借 ５０万円 １００万円

床上浸水 ５万円 ― ― ５万円

※世帯人数が１人（１人暮らし）の場合は、上記額の３／４

・申請窓口：市町村

③日田市、中津市において罹災証明の発行はほぼ終了

(４)被災者の受入支援

①借上型仮設住宅（みなし仮設住宅）［７月補正(専決）］

・住宅が全壊又は流出した被災者へ民間住宅を借り上げて提供

入居期間 ２年間

借上実績 日田市 １８戸（８月２１日現在）

②応急賃貸住宅［７月補正(専決）］

・住宅が半壊又は床上浸水した被災者へ民間住宅を借り上げて提供
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（県1/2、日田市1/2）

入居期間 ３ヶ月（但し更新により６ヶ月間まで可）

借上実績 日田市 １７戸（８月２１日現在）

③県営住宅等における被災者の受入（８月２１日現在）

・受入実績 県営住宅 日田市： ２戸

県職員住宅 日田市： ４戸

県教職員住宅 日田市： ２戸

市営住宅 日田市：１９戸、中津市：１戸

国家公務員宿舎 日田市： ３戸

・使用期間：原則６か月(１回更新可：最長１年）

→仮設住宅への入居要件を満たす被災者は、入居期間を２年間

に延長することができる（７月５日～）

・使用料、敷金、連帯保証人を免除

④被災者への避難所としての旅館、ホテル宿泊の提供［７月補正(専決）］

・被災者の健康被害の未然防止等を目的として、日田市内の旅館及びホ

テルを二次避難所として提供

※大分県生活衛生同業組合連絡協議会との協定による

・受入実績：日田市 １世帯（２人）（８月２１日現在）

・対 象 者：自宅が被災し、避難所で生活されている要介護・要支援認

定者、障がい者、妊産婦・乳幼児及びその他健康面など特

に配慮を要する方と、その介助者

・対象期間：７月２４日～公営住宅等への入居が確定するまでの間

・宿泊費用：国と県で負担（避難者負担なし）

⑤域内移転の希望

・住民の中には、被災地区の地域としてのコミュニティ機能を維持しな

がら、地域内で安全な場所へ移転したいとの希望もあることから、地域

住民の意向をよく見極めて検討

(５)水道施設の復旧

①応急復旧、本復旧

すべて、本復旧又は応急復旧済（８月２１日現在）

種別 被災施設数 本復旧 応急復旧 本復旧見込み

上 水 道 １施設 １ ０

簡易水道 ６施設 ０ ６ H29 年 8 月～ H30 年 3 月 ※１

給水施設 ３施設 １ ２ H29 年 8 月～ H30 年 3 月 ※２

※１ 仮設配管・仮設タンク等による応急復旧
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※２ 被害が大きい日田市椰野地区の給水施設は、揚水ポンプ、消毒施設等
な ぎ の

の復旧を支援（仮タンク設置で応急復旧済み）（国の制度）

ただし、既設の水源が使用できない場合は、県が代替水源の確保を支援

・断水及び給水制限：５６２戸 → 解消済み（７月２１日）

・小規模給水施設の復旧への支援

(６)下水道施設の復旧

①被災下水道施設

・１施設１箇所（８月２１日現在）

特定環境保全公共下水道 中津市山国町草本 １箇所

→１２月頃発注予定 ※現状、汚水処理機能に問題なし

②農業集落排水施設

・２施設５箇所（８月２１日現在）

日田市大明地区 ４箇所 → １０月頃査定予定
だいめい

中津市下郷地区 １箇所 → １０月頃発注予定

(７)県税、使用料・手数料の減免

①県税の減免措置、申告の期限延長等

・制度：一定の要件を満たす被災者に対し、県税の軽減・免除、一定の期

間に限った申告期限の延長や納税の猶予を行うもの（個人事業税、

不動産取得税、自動車税等）

・県税事務所に相談窓口を設置

・減免の相談状況等（８月２１日現在）

納税相談：２５件 納税猶予相談：１件 減免：３件

②使用料・手数料の減免

・対象期間：平成２９年７月５日～３１日

・対 象 者：今回の豪雨等により、家屋や店舗等が被災し、市町村から上

記期間内の罹災証明書の交付を受けた者等

（減免例）県営住宅使用料、免許証再交付手数料 など

・減 免 率：１０／１０（全額減免）

・減免期間：県営住宅使用料は６か月を原則（１回まで延長可）

但し、応急仮設住宅への入居要件を満たす者は最長２年まで

・減免実績：２１件 ２１４，８０６円（８月２１日現在）
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(８)義援金等の募集、配分

①義援金受付額 （７月１１日募集開始、８月２１日現在）

大分県 ２１８，６２９ 千円

日本赤十字社大分県支部 １２，８４５ 千円

大分県共同募金会 ２９，８６４ 千円

合 計 ２６１，３３８ 千円

②義援金配分委員会（８月２日開催）による第一次配分

・市へ配分（８月４日） ４３，４００千円

③寄付金(県内の復旧・復興事業に活用 ８月２１日現在)５８，７８９千円

２ 医療・福祉・保健衛生

(１)緊急対応［７月補正(専決）］

①医療救護活動（日田市：７月６日～２１日）（延べ３２４人）

・医療救護班やＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）など専門家チームの派遣

災害医療コーディネーター、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）、

ＪＲＡＴ（災害リハビリテーション支援チーム）、災害支援ナース等

・モバイルファーマシー（災害対策医薬品供給車両）の派遣

②保健衛生活動（延べ８７人）

・避難所等での保健師等による健康状態の把握・巡回訪問、感染症予防

（日田市：７月６日～７月２３日、中津市：７月６日～１１日）

・ＤＨＥＡＴ（災害時公衆衛生対策チーム）の派遣

（日田市：７月８日～１４日)

(２）被災者の健康管理［７月補正(専決）］

・保健師による被災地区の住民宅等への巡回訪問

（日田市：７月２４日～必要に応じて支援、中津市：７月１８日～１９日）

(３)被災地の防疫活動［７月補正(専決）］

・市が感染症を防止するために実施する消毒経費を助成

（日田市：消毒継続中、中津市：７月２４日消毒完了）

(４)施設等の復旧［９月補正］

・保育所の復旧工事（災害査定前着工済み） 日田市夜明 １件

７月１０日～仮施設でサービス実施中、８月２５日～サービス再開予定
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Ⅱ 農林水産業・商工業等への支援

１ 農林水産業の再建

(１)農業者への再建支援

①相談窓口の設置

・事業継続を支援するための相談窓口を県振興局に設置

・降雨、冠水等による病害発生を抑えるための防除技術の指導・周知

・水稲の生産維持に向けた仮畦畔や波板の設置等に関する技術指導

②金融支援、共済制度等

○借入資金の償還を猶予（関係金融機関に通知７月６日）

○大分県特定災害対策緊急資金の発動（７月６日から）

指定地域：日田市、中津市、竹田市、豊後大野市、玖珠町

対 象 者：指定地域の市町村長の罹災証明を受けた農林漁業者

内 容：農業近代化資金等を借入れする場合、被災程度に応じ貸付

利率を0～0.3％となるよう上乗せ利子補給

→激甚災害指定に伴い貸付から７年間

○被災農業者特別利子助成事業等（国の制度）

対 象 者：市町村長の被害内容の証明を受けた農業者等

内 容：農業近代化資金等を借入れする場合、実質無利子化

→貸付から5年間（近代化資金の場合保証料も免除）

○大分県特定災害対策緊急資金に係る保証料の軽減措置

農業信用基金協会保証料を0.45％から0.2％に軽減

○既借入制度資金の償還困難者の借換え措置

農業経営緊急対策ｱｼｽﾄ資金の対象とし当該年度の約定償還元金を長期

資金に借換

○農業共済制度の活用

早期支払いを要請

(農作物共済(水稲)：基準収量の5～9割を補償、果樹共済(梨)：基準収

量の7～8割を補償、園芸施設共済(ﾊｳｽ)：共済価額の6～8割を補償 ）

・水稲 ８月末から仮渡し開始(通常翌年１月開始)

・園芸施設共済(ハウス) ７月31日支払済み

・その他についても早期支払いに向けて準備中

○被災新規就業者への「農業次世代人材投資事業」による支援継続

被災により農業経営ができなかった場合においても運用により資金を

継続交付

○被災農地（農地中間管理事業を活用した借入農地）の賃料支援

③被災農家の負担軽減

○園芸産地緊急支援事業［７月補正(専決）］
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・表土流出（梨等）や農業用水の断絶（施設園芸）等の被害を受けた園

芸産地の生産力の早期回復を図るため、客土、堆肥、農業用水確保な

どに要する経費を助成

補助率 2/3（県1/3、市町村1/3）

○農業用ハウス等の再建・修繕及び撤去への助成［９月補正］

・園芸ハウス、なし大苗育苗施設、農業用機械などの再建等に要する経

費を県と市で助成（補助率 2/3）

・さらに被災者の負担軽減を図るため国庫補助を積極的に活用

経営体育成支援事業を活用した場合

補助率 5/6（国1/6、県1/3、市町村1/3）

・葉物野菜の産地継続に向け、地域ニーズに応じた再建策を検討

（例）初期投資が不要となるリース団地（共同利用型）整備に対す

る支援等

○果樹の改植への助成［９月補正］

・被災した果樹の改植経費に対する助成（国の制度）に県、市で上乗せ

助成 補助率 定額または5/6（定額を上回った場合）

・未収益期間の経費助成（国の制度）

○畜産農家への支援［９月補正］

・畜舎・機械整備や家畜導入等支援（国の制度）に県、市で上乗せ助成

（補助率 5/6）

④復旧にあわせた産地強化に向けた取組

・被災農地の復旧とあわせ、農地の集積や畑地化、なし園の移転、大区

画化等経営効率化や産地の拡大に取り組めるよう、生産者や関係団体

と協議

⑤有害鳥獣侵入防止柵の復旧

・侵入防止柵の再整備に要する経費への助成（国の制度）

・国制度で採択されないものや、本復旧までの間の仮設柵設置について

は、県と市で助成［９月補正］

補助率 9/10（県4.5/10、市町村4.5/10）

⑥直売所施設の復旧への支援（日田市大鶴地区「沙羅」）

・賑わいの場を創出し、地区の活性化のために重要な役割を果たしてい

る直売所について、施設や冷蔵庫など設備等の復旧に対して支援

(２)林業者への再建支援

①事業継続を支援するための相談窓口を県振興局に設置
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②金融支援等

○大分県特定災害対策緊急資金の発動（再掲）

指 定 地 域：日田市、中津市、竹田市、豊後大野市、玖珠町

○林業・木材産業改善資金の活用

対 象：林業従事者、木材製造業等を営む者

融資限度額：１億円 融 資 期 間：１０年以内

融 資 利 率：無利子

○木材産業等高度化推進資金(運転資金)の活用

対 象：林業経営者、木材製業者等で、合理化計画又は林業経営

改善計画認定者

融資限度額：１億円 融 資 期 間：１年以内

融 資 利 率：1.5％

○木材業経営安定資金の活用

対 象：大分県木材協同組合連合会員

融資限度額：１億円 融 資 期 間：１年以内

融 資 利 率：1.675％

○乾しいたけ生産安定資金の活用

対 象：大分県椎茸農協組合員

融資限度額：200万円 融 資 期 間：１年半以内

融 資 利 率：0.21％

③被災林業者・木材産業事業者及び特用林産物生産者の負担軽減 [９月補正］

○木材加工流通施設、林業機械の復旧・整備への助成（国の制度)

・製材所の復旧等に要する経費について、国支援メニューに県、市で上

乗せ助成（補助率 5/6）

○しいたけ等の生産施設の復旧・整備への助成（国の制度）

・しいたけ生産施設やほだ木の復旧等に要する経費について、国支援メ

ニューに県、市で上乗せ助成（補助率 5/6）

(３)水産業者への再建支援

①事業継続を支援するための相談窓口を県振興局に設置

②被災水産事業者の負担軽減 [７月補正(専決)]

○干潟養殖施設緊急支援事業

・土砂や流木の流入被害を受けたカキ養殖施設の生産力の早期回復を図

るため、大分県漁協が行う堆積土砂等の除去に要する経費を助成

補助率 2/3（県1/3、中津市1/3）

(４)農林水産業の元気・底力の情報発信

○農林水産業者の復興を後押しするため、大消費地等の大手量販店・百貨
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店において県産品フェアを開催

・大分七夕まつりにおける復興支援ブース（８月４日～５日）

・福岡（９月上旬・岩田屋）、大阪（９月上旬・イオン大日店）等

２ 商工業の再生

(１)中小企業への支援

①相談窓口の設置

・事業継続を支援するための各種相談窓口の設置（県経営創造・金融課、

信用保証協会、商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会）

②金融支援

○県制度資金災害復旧融資（特別融資）を適用

被災直後に「災害復旧融資（特別融資）」(実質利率2.35%)を適用

ⅰ)融資限度額 企業 3,500万円 組合 7,000万円

ⅱ)融資期間 設備資金 10年以内（うち据置1年以内）

運転資金 10年以内（うち据置1年以内）

ⅲ)融資利率 年1.8％ 参考：一般融資2.1％

ⅳ)保証料率 年0.55％以内 参考：一般融資0.85％以内

さらに市町村が発行する罹災証明書又は被災証明書がある者に

ついては次の融資利率、保証料率（実質利率0.9％）を適用

ⅴ)融資利率 年0.9％

ⅵ)保証料率 年0.0％

○チャレンジ中小企業応援資金（新事業展開融資）の要件を緩和

風評被害対策等に取り組む中小企業者を融資対象者に追加等

ⅰ)融資対象者 風評被害等を受けた者で、その払拭のための活動

や復旧に向けた取組を行う中小企業者

ⅱ)融資限度額 8,000万円

ⅲ)融資期間 設備資金 10年以内（うち据置2年以内）

運転資金 10年以内（うち据置2年以内）

ⅳ)融資利率 7年以内 年1.8％、10年以内 年2.0％

ⅴ)保証料率 年0.35％

ⅵ)要件緩和 計画書記載内容の簡素化等
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○政府系金融機関による融資（災害復旧貸付）

【日本政策金融公庫の場合】

国民生活事業 融資限度額 3,000万円

融資利率 所定の利率

融資期間 10年以内（うち据置2年以内）

中小企業事業 融資限度額 1億5,000万円

融資利率 所定の利率

融資期間 10年以内（うち据置2年以内）

【商工組合中央金庫の場合】

融資限度額 1億5,000万円

融資利率 所定の利率（相談の上決定）

融資期間 設備 15年以内（うち据置2年以内）

運転 10年以内（うち据置2年以内）

○セーフティネット保証４号の適用について

・セーフティネット保証４号（通常の保証限度額と別枠で100%保証）の

適用地域の指定と拡大

７月６日 災害救助法適用により日田市、中津市を指定

８月８日 風評被害リスクにさらされている別府市、竹田市、由布

市、九重町、玖珠町を追加指定

③早期の売上回復に向けた支援

・被災地域の小規模事業者への事業持続化支援(事業用資産(製造機器等)

の復旧経費、商談会出展等販路確保対策)[７月補正(専決)、９月補正]

・小規模事業者持続化補助金（中小企業庁）の拡充を国へ要望

・東京や福岡等で被災地復興支援のための県産品フェアを開催

・「坐来おおいた」で被災地の産品を使用したメニューフェアを開催

④小鹿田焼の早期復旧・復興に向けた支援

・唐臼や鉢臼、唐臼小屋、窯、陶土採取土場の復旧など、国や県、日田

市が連携した総合的な復旧・復興支援 [９月補正]

・企業等から小鹿田焼協同組合への寄付金なども活用し、事業者負担分

を軽減

・被災地域の小規模事業者への事業持続化支援[７月補正(専決)、９月補

正](再掲）

・「小鹿田焼の里」の復旧・復興を情報発信

⑤被災地域事業者の優遇措置

・既存補助事業等において、被災地域の事業者に対して加点するなどの優
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遇措置を設定

（経営革新企業成長促進事業費補助金、ものづくり・サービス業連携技術

開発支援事業費補助金、食品産業競争力強化事業費補助金、ドローン産

業振興事業費補助金、がんばる商店街総合支援事業費補助金、観光関連

産業活性化支援事業費補助金）

⑥国（中小企業庁）の支援措置

・小規模事業者持続化補助金の被災地枠の設定

日田市：補助上限５０万円

・商店街支援補助金（商店街の共有ハード施設復旧）の被災地枠の設定

日田市：補助上限５００万円

(２)観光産業の復活への支援

①情報発信

・県公式Facebook・Twitter等のＳＮＳによる元気な大分の情報発信

・ツーリズムおおいたＨＰによる観光情報や正確なアクセス情報の発信

・首都圏等でのパブリシティ活動によるメディア向け観光情報の発信

・新聞やＷＥＢ等による元気な大分情報の発信［７月補正(専決）］

・海外パワーブロガー招請や旅行雑誌での情報発信［７月補正(専決）］

・復興に向け地元高校と連携した音楽イベント等の開催

②キャンペーン

・東京・大阪・福岡での観光キャンペーン等を活用した情報発信

・被災市の観光協会等が行う情報発信やキャンペーンに対する支援

③ＪＲ久大本線が不通となった福岡方面からの誘客のため、お土産など特典

付きの魅力ある旅行商品造成への支援［７月補正(専決）、９月補正］

④首都圏等からの誘客対策［７月補正(専決)、９月補正］

・団体、個人、ファミリー向けにネット系等の旅行会社が行う観光ＰＲ

と特典付き旅行商品造成への支援

・大分空港等から観光地へのバス増便などアクセス強化

・航空機やＪＲの利用と、観光地への二次交通（バスやタクシー等）を

セットにした利便性の高い旅行商品造成への支援とＰＲ

・誘客対策は７月補正(専決)などで既に実施しているが、さらに強化す

るため９月補正で対応
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Ⅲ 教育施設・文化財等の復旧・復興

１ 学校施設･教育の復旧・復興

(１)学校施設の復旧等

○県立学校 １校（日田市）

○市町村立学校 ２校（日田市小学校１、中学校１）

○私立学校 ２校（日田市高校１、こども園１）復旧済

＜復旧予定＞

日田市 日田林工(演習林) → 林道復旧後に対応

日田市 小野小学校 → 平成２９年９月復旧予定

日田市 大明中学校 → 平成２９年８月復旧予定

(２)被災した児童・生徒等への支援

①心のケア

・被災学校へのスクールカウンセラーの派遣

実績８校（日田市小学校６、中学校２）、延べ１４人

②教科書の給付等［７月補正(専決）］

・教 科 書：県立学校１名、市町立学校１０名

・学用品等：県立学校３名、市町立学校１８名

③その他

・１学期終業式及び２学期始業式の繰り上げ（日田市小学校1、中学校1）

・授業時数の確保（日田市中学校１）

・ＪＲ日田彦山線運休に伴い代替タクシーを手配(７月１２日～７月２８日まで)

・災害により家計が急変した場合の高等学校等奨学金(緊急採用)の貸付

２ 社会教育施設・文化財の復旧

(１)社会教育施設の復旧

○社会教育施設 ２施設（日田市）

○体 育 施 設 １施設（日田市）

＜復旧予定＞

日田市西有田公民館 → 平成２９年１０月復旧予定

日田市複合文化施設ＡＯＳＥ → 平成２９年９月復旧予定

日田市財津町スポーツ広場 → 平成３０年３月復旧予定
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(２)文化財の復旧

文化庁や市と連携し被災した国・県指定文化財の早期復旧

○国指定文化財１１件（中津市２、日田市９）復旧済（日田市４）

○国登録文化財 ４件（日田市４） 復旧済（日田市３）

○県指定文化財 ２件（中津市１、日田市１）復旧済（中津市１）

＜主な復旧予定＞

復旧見込について国、日田市、所有者と調整し早期復旧

・国重要無形文化財「小鹿田焼」の唐臼復旧について、国庫補助等を活

用（再掲）

・国重要文化的景観の「小鹿田焼の里」で被災した窯などの文化財につ

いて国庫補助等を活用［９月補正］（再掲）
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Ⅳ 社会資本等の復旧・復興

１ 道路・河川等の復旧

(１)応急復旧［９月補正］

①道路の応急復旧

全面通行止め７８箇所 → 残り２箇所（８月２１日現在）

（７６箇所通行可）

孤立集落 ４地区 → 解消済み（７月１５日まで）

＜主な応急復旧箇所＞

日田市 国道２１１号（大肥本町） → ７月 ８日通行可

日田市 宝珠山日田線（小野） → ７月１５日片側交互通行可

中津市 国道４９６号（山国町草本）→ ７月３１日片側交互通行可

玖珠町 玖珠山国線（太田） → ７月 ８日片側交互通行可

②河川の復旧

被災箇所 ４２５箇所 → ８箇所応急復旧済（８月２１日現在）

＜主な応急復旧箇所＞

日田市 花月川（花月） → ７月１５日応急復旧完了

日田市 小野川（小野） → ７月１６日家屋浸水解消

日田市 有田川（東有田） → ７月１４日応急復旧完了

日田市 大肥川（大肥） → ７月２２日応急復旧完了

中津市 田野尾川（耶馬溪町中摩） → ７月１５日応急復旧完了

③砂防関係施設の復旧

被災箇所 １２３箇所 → 応急復旧箇所なし

(２)本復旧［９月補正］

◎激甚災害（早期局激）の指定（日田市）

（８月８日閣議決定、８月１０日公布・施行）

〈国庫補助率の嵩上げ〉全国の過去５年平均

公共土木施設等（一般災害７０％→激甚災害８４％）

①道路の本復旧

(復旧方針)

次の条件から優先的に着手

○幹線道路

○再度の被災で孤立する恐れがある生活道路

○地域に密着した生活支援の道路
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＜主な復旧予定＞

・日田市 宝珠山日田線（小野）１箇所

→災害関連緊急地すべり対策事業と調整中

・日田市 宝珠山日田線（古田）２箇所
こ だ

→災害関連緊急治山事業と調整中

・中津市 国道２１２号（耶馬溪町柿坂等）２箇所

→平成２９年１０月末復旧予定

・中津市 中津山国自転車道線（耶馬溪町柿坂等）２箇所

→平成３０年５月末復旧予定

※地形的に厳しい箇所であるが、観光面においても重

要な路線であるため、来夏の観光シーズンまでに開

通させることとし、さらに一日も早い復旧を目指す

＜幹線道路ネットワークの構築による代替性・多重性の確保＞

・平成２４年九州北部豪雨に続き、今回の豪雨でも再び国道２１２号が

被災し全面通行止めとなる中、中津日田道路（本耶馬渓耶馬溪道路）

が代替道路として７月５日から７月２４日までの２０日間機能

・幹線道路ネットワークを強靱化するため、引き続き中津日田道路等の

整備を促進

②河川の本復旧

(復旧方針)

次の条件から優先的に着手

○人家に隣接するなど人命や財産を守る施設

○農地や商業施設等に隣接するなど産業活動を守る施設

＜主な復旧予定＞

・日田市 小野川（小野）

・日田市 大肥川（大肥）

・日田市 鶴河内川（鶴河内）

・日田市 有田川（東有田・羽田）

・中津市 山国川（中摩）

・災害復旧事業は、１０月までに災害査定を終了し、順次工事着手

＜改良復旧事業の実施＞

・災害復旧事業は「原形復旧」が基本となるが、再度災害を防止するた

め、河道拡幅等の改良を加えた「改良復旧事業」を行うなど、被災状

況に応じた復旧事業を実施

・日田市 大肥川（大肥）、鶴河内川（鶴河内）等

＜河川浸水対策の推進＞

・平成２４年九州北部豪雨浸水箇所において、河道拡幅等を進めたこと

により、今回の豪雨では浸水被害を低減

山国川(県管理区間) 浸水戸数 245戸 → 57戸

有田川 浸水戸数 102戸 → 55戸
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・河床掘削やパラペット設置など即効性のある治水対策の随時実施

・住民の安全避難のため、大肥川、鶴河内川に水位計を３基新たに設置

・水防訓練や減災対策協議会での適切な防災情報の提供等の実施

③砂防関係施設の復旧、土砂災害の防止

（復旧方針）

次の条件から優先的に着手

○人家に隣接するなど人命や財産を守る施設

○農地や商業施設等に隣接するなど産業活動を守る施設

＜主な復旧予定＞

・日田市 真弓谷川（大肥）
ま ゆみだに

・日田市 牛王川（小野）
ご おう

・中津市 所 小野川（山国町小屋川）
ところ お の こ や がわ

・中津市 上志川（山国町守実）
かみ し もりざね

・災害復旧事業は、１０月までに災害査定を終了し、順次工事着手

＜災害関連緊急事業の実施＞

・災害復旧事業は「原形復旧」が基本となるが、再度災害を防止するた

め、山の斜面の安定を図るアンカー工等を緊急に新設する「災害関連

緊急事業」を行うなど、被災状況に応じた事業を実施

・特に、小野地区の土砂災害は、大規模な地すべりにより河川、道路、

農地が埋塞した複合的な災害となっているため、河川、道路の付替な

どによる復旧事業に併せ、アンカー工等を新設するなど総合的な再度

災害防止事業を行う

図１ 道路・河川等の復旧までのスケジュール

(３)道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整

・被災施設の管理者協議（二重採択防止など）を、査定までに市と早期かつ
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綿密に行う

・復旧工事において、施工方法や施工範囲、発注時期や工程等について、市

と迅速に検討・調整することで、早期に工事着手

＜事前協議と調整が必要な主な箇所＞

・日田市…花月川、有田川、君迫川、二串川、小野川、大肥川、

鶴河内川、田代川

・中津市…山国川、上志川、並石川
か み し

例①中津市山国川 例②日田市大肥川

図２ 河川災害と農地災害の連携（イメージ）

(４)砂防関係施設と治山施設の復旧工事に係る事前協議と調整

・被災施設の管理者協議（二重採択防止など）を、査定までに市と早期かつ

綿密に行う

・復旧工事において、施工方法や施工範囲、発注時期や工程等について、市

と迅速に検討・調整することで、早期に工事着手

＜事前協議と調整が必要な主な箇所＞

・日田市…小野地区
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(５)県による市復旧事業の受託［９月補正］

市災害復旧事業のうち、①県と一体施工することが効果的な被災箇所、

②橋梁など技術的難度が高い公共土木施設災害を対象として、市の要望

があれば災害復旧事業を県が受託

関連する

市町名 受託予定箇所 県の施設 備考

市道 西 獄 線（小園橋） 鶴河内川
にしたけ

日田市 市道小 鶴 線（夜明橋） 大肥川
おづる

準用河川 鰐 川 鶴河内川
わに

中津市
市道 八 日 市 線（八日市橋） 山国川

ようかいち

市道 栗 山 大 坪 線（栗山橋） 上志川
くりやまおおつぼ か み し

（８月２１日現在）

→ 査定終了後速やかに協定が締結できるよう、市と事前に調整を進め、

協定締結後早期に工事着手

(６)入札制度の弾力的な運用

迅速な工事着手のため、閲覧期間の短縮など弾力的な運用を図る

２ 農地・農業用施設等の復旧

(１)応急復旧

①農業用施設の応急復旧

・用水路の損壊、土砂や瓦礫の流入堆積等に対し、緊急に用水の確保等の

応急復旧工事の実施や、河川からの直接取水を行うため貸出しポンプの

活用などを指導（２３箇所で実施）

・水稲の生産維持に向けた仮畦畔や波板の設置等に関する技術指導

(２)本復旧

◎激甚災害(本激)の指定

（８月８日閣議決定、８月１０日公布・施行）

〈国庫補助率の嵩上げ〉全国の過去５年平均

農 地（一般災害８２％→激甚災害９５％）

農業用施設（一般災害９２％→激甚災害９８％）

①市町による復旧事業

・市町別被害箇所数（８月２１日現在）

市町名 日田市 中津市 竹田市 その他 計

箇所数 ２，２９８ ２７３ ２３３ ４２９ ３，２３３

・査定に向けた資料の速やかな整備を県が支援

・９月上旬から随時査定を受け、事業決定後、早期に市町が工事着手
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②小災害の復旧

・１３万円以上４０万円未満の小災害は、農家等の負担軽減を図るため、

市町村が実施する農地等小災害復旧事業（有利な起債が可能）を推進

※農家個人が行う復旧工事に対する市町村補助金についても、特例とし

て当該事業が適用されるよう、国（大分財務事務所）と協議・了解済

【参考】

被災市の災害復旧に関する独自支援制度

○日田市

農地、農業用施設の災害復旧経費のうち、緊急に対応が必要なものや

国の災害復旧事業の対象とならないものについて、農地70％、農業用

施設85％の補助 (対象事業費10万円以上200万円未満)

○中津市

農地、農業用施設の災害復旧経費に対して90％補助(上限360千円)

（実質的に災害復旧事業の採択基準（40万円以上）に満たないものが対象）

(３）復旧にあわせた産地強化に向けた取組（再掲）

被災農地の復旧とあわせ、農地の集積や畑地化、なし園の移転、大区画化

等経営効率化や産地の拡大に取り組めるよう、生産者や関係団体と協議

(４)道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整(再掲)

・被災施設の管理者協議（二重採択防止など）を、査定までに市と早期かつ

綿密に行う。

・復旧工事において、施工方法や施工範囲、発注時期や工程等について、市

と迅速に検討・調整することで、早期に工事着手

・市が行う農地の復旧工事にあたり、随意契約などを活用した迅速かつ効率

的な事業実施が可能となるよう、道路・河川等の受注者情報等を市に提供
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図３ 農地･農業用施設等の復旧までのスケジュール

図４ 作付け再開に向けた復旧の流れ

３ 治山施設・林道等の復旧

(１)治山施設等の復旧［７月補正(専決)、９月補正］

（災害復旧調査等）［７月補正(専決)］

災害査定に必要な調査・測量・設計 → ７月１４日から順次開始

（応急復旧）

被害拡大の未然防止のため、治山ダム等に堆積した土砂を撤去 ２箇所

＜主な応急復旧箇所＞

中津市 山国町草本林ノ上 → ８月１０日応急復旧完了

中津市 山国町草本昔苅 → ８月１日応急復旧着手

平成２９年度
３０年度 ３１年度

査定準備

災害査定
（事業費の決定）

災害復旧補助率
の確定

復旧工事の実施

11月 12月 1月 2月 3月

激甚災害の指定
予定（農）

被害状況の調査と
災害報告

応急工事

7月 8月 9月 10月

【査定前着工の活用】

【優先順位の高いものから実施】

仮設対応により、営農を継続できるものや、

緊急に復旧すれば、次の作付に間に合う箇

所については、積極的に応急工事を活用

※早期の営農再開に資するも

のから順次実施

※河川工事等のインフラ整備

と連携し機能強化を図るもの

は、関係者との連携のもと早

期完成を図る。

作付けが行われている水田も、稲刈り終

了後、即工事着手ができるように、１１月

末までに査定を完了

○単独復旧の場合（来春の作付けに向けて復旧する箇所）

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ～ ６月 ～ １２月 １月 ～ ６月 ～ １２月

収穫可能な
農地

収穫不可

○河川の復旧工事等との調整が必要な場合（平成３１年の作付けに向けて復旧する箇所）

収穫不可

仮畦畔等によ
り一部収穫可
能な箇所

平成２９年 平成３０年 平成３１年

作付

応急復旧

本復旧 作付

作付

本復旧

本復旧【河川等】

発災 復旧方針の決定 災害査定

収穫（１０月～１１月）仮設ポンプ

などにより用

水を確保

本復旧 作付（６月～１１月）

作付

応急復旧

仮畦畔や波

板を設置

収穫 本復旧【農地等】作付 作付
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（本復旧）［９月補正］

・市町別被害箇所数（８月２１日現在）

市町名 日田市 中津市 玖珠町 計

箇所数 ４９ １４ １ ６４

＊箇所数は、林地崩壊(作業道等)、治山施設の合計

（主な被害箇所）

中津市山国、日田市鶴河内 等

・治山施設（６箇所)：治山ダムの設置、土留工等による森林の復元

査定及び国との事業協議を行い、早期に工事着手

・林地崩壊（５８箇所)：土留工、緑化工等による森林の復元

国との事業協議を行い、早期に工事着手

・治山施設の復旧については、原形復旧に加え、山地災害防止機能の向上

のため、土石流の発生を考慮し堤体の強化を図る

(２)砂防関係施設と治山施設の復旧工事に係る事前協議と調整（再掲）

・被災施設の管理者協議（二重採択防止など）を、査定までに市と早期かつ

綿密に行う。

・復旧工事において、施工方法や施工範囲、発注時期や工程等について、市

と迅速に検討・調整することで、早期に工事着手

＜事前協議と調整が必要な主な箇所＞

・日田市…小野地区

(３)林道等の復旧［９月補正］

①林道

（応急復旧）

日田市 岳滅鬼線 → ８月 ２日通行可

花月線 → ７月３１日一部通行可

中山線 → ７月３１日通行可

（本復旧）

◎激甚災害(本激)の指定

（８月８日閣議決定、８月１０日公布・施行）

〈国庫補助率の嵩上げ〉全国の過去５年平均

林 道（一般災害８０％→激甚災害９１％）

・市町別被害箇所数（８月２１日現在）

市町名 日田市 中津市 豊後大野市 その他 計

箇所数 ３２４ １６８ ６ ６ ５０４

（主な被害箇所）日田市 花月線、山際線、中村支線

中津市 岳滅鬼線 等

・査定に向けた資料の速やかな整備を支援
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・災害復旧事業は１０月までに災害査定を完了し順次工事着手

・国庫補助事業の対象とならない林道の復旧工事について、県単独の復旧

事業（補助率5.5/10）を創設

②専用道、作業道

・既存公共事業や県単事業（専用道災害復旧、作業道災害復旧）の補助率

を上乗せし、排水機能の強化を含め復旧を支援

（補助率 専用道：5.5/10、作業道：9/10）

(４)災害に強い森林づくり

・平成２４年災害を受け、河川や渓流沿いの人工林については、森林環境税

を活用し林地崩壊や流木の発生を防ぐため、伐採により広葉樹の自然植

生を回復する事業を推進中

・被害状況調査の結果、山国川の一部など対策実施箇所では、伐採による直

接的な流木抑制効果に加え、根株による土壌保持効果が確認されたこと

から、林内路網の整備による間伐の促進等と併せて河川沿いの樹木の伐

採など災害に強い森林づくりを全県で展開

(５)流木対策の推進

・流木等対策協議会を設置して河川、砂防、治山等流域一体となった流木対

策計画を策定

・流木捕捉効果の高いスリットダムの新設や既設ダム改良等を実施

・流木による橋梁閉塞を防ぐため、橋梁改築により橋脚を除去

４ その他施設の復旧

(１）堆積物・漂流物の撤去

①漁港施設内堆積物

・小祝漁港（中津市：県管理 ２種） 航路内の土砂埋塞

Ｌ=620m、W=50m、V=44,391 

・応急浚渫工事実施済み（7/16～7/22）

・本復旧工事にむけて準備中（10月末終了予定）［９月補正］

②漁場に堆積した流木等の処理

・小型機船底びき網漁船による堆積物の除去調査を実施

→一定の堆積が認められたが緊急対応の必要なし

③洋上漂流物（海域で回収）

・国東市～津久見市の沿岸海域

→清掃船「清海（県）」により船舶航行の支障となる漂流物を回収済
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・周防灘

→山国川河口付近海域から姫島にかけて清掃船「がんりゅう（国交

省）」ほか２隻により、船舶航行の支障となる漂流物（流木５１５ 

等）は回収済

(２)災害廃棄物対策

①日田市

・市内４箇所に仮置場を設置（市清掃センター、市夜明振興センター、市

浄化センター、三河町仮置場）

・浸水被害等で発生した「片付けごみ」は、８月７日で業者委託による収

集運搬を終了。なお、早期処理のため畳は太平洋セメント大分工場に処

理委託（８月３日～）

・損壊家屋（半壊以上）から、今後発生する廃棄物の処理（運搬、処分）

については、民間業者に処理委託

・流木等については、国、県、市及び事業者で構成する「流木処理連絡会

議」で協議し、円滑に処理

・市が行う災害廃棄物の処理については、国庫補助制度を活用

・災害廃棄物の発生量（推計） 流 木…約１６，０００トン

その他…約１０，４００トン

②中津市

・市内１箇所に仮置場を設置（山国町コロナ運動公園）

・７月１７日で仮置き場を一旦閉鎖（土砂崩れによる家屋処理の見通しが

立った後、再度設置を検討）

・災害廃棄物の発生量（実績） 家具等…約２０トン（８月２１日現在）

５ ＪＲの復旧

(１)被災と復旧状況

①久大本線

・日田～光岡間不通

※日田～光岡間の花月川橋梁（約80m）が流失

・観光列車「ゆふいんの森（博多～由布院）」について、代替ルート（小

倉、大分経由）での運行開始（7月15日～）

・特急「ゆふ」について、別府・大分～日田間で運行再開（7月24日～）

②日田彦山線

・夜明～添田間不通

※橋りょうの橋脚傾斜、流木による橋桁の損傷、トンネルや線路への土

砂流入等
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(２)全線復旧に向けて

①不通区間の早期運行再開をＪＲ九州に要望

②久大本線については、特にＪＲ九州による花月川橋梁復旧工事の迅速化に

対する特段の配慮を国に要望

→平成３０年夏までに復旧(ＪＲ九州発表)

③全線復旧するまでの間の代行輸送の確保をＪＲ九州に要望

→久大本線 日田～光岡間でバス代行輸送（7月18日～）

→日田彦山線

大行司～日田間でバス代行輸送（7月31日～）

添田～日田間でバス代行輸送（8月16日～）

④鉄道災害復旧事業費補助制度の適用対象となるよう要件緩和を国に要望
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Ⅴ 復旧・復興に係る人的・財政支援

１ 人的支援

(１）人的支援

①初期災害復旧対応に係る県職員等の派遣（７月６日～８月７日）

・派遣形態：公務出張扱い（派遣元負担）

・市町村職員が対応する方が効果的な業務は、市長会・町村会と調整

②復旧工事に係る県職員等の派遣（８月７日～）

※農業土木、林業の応援人数については、業務量や時期によって増減がある。

〈県職員〉

中津市 日田市 竹田市 計

避難者の健康支援、一斉戸
別訪問

避難所等 保 健 師 23 49 - 72

避難所の運営支援、ペット状
況調査等

避難所 事 務 等 - 97 - 97

ボランティアセンター運営支
援

ボランティアセンター 事 務 - 36 - 36

災害時公衆衛生対策業務
（DHEAT）

避難所、被災者の住宅等 医師・保健師・獣医師 - 15 - 15

医療ニーズ・保健衛生状況把
握のためのリエゾン

自衛隊本部・日田玖珠広域
消防本部

事 務 - 6 - 6

家屋に係る被害調査 建 築 ・ 事 務 - 16 - 16

農地・農業用施設に係る被害
調査

農 業 土 木 6 36 8 50

治山・林道に係る被害調査 林 業 6 15 - 21

援農隊 農 業 等 - 82 - 82

35 352 8 395

〈県内市町村職員〉

中津市 日田市 竹田市 計

避難者の健康支援

大分市、別府市、臼杵市、
豊後高田市、杵築市、宇佐
市、由布市、国東市、日出
町、九重町、玖珠町

保 健 師 - 33 - 33

家屋に係る被害調査
大分市、別府市、由布市、
姫島村、九重町、玖珠町

事 務 等 - 24 - 24

0 57 0 57

計

業 務 内 容 支援場所 職　　種
延応援人数（人日）

被災箇所

業 務 内 容 派遣市町村 職　　種
延応援人数（人日）

計

<県職員の派遣>

応援予定期間
応援予定

人数（人/日）
応援予定期間

応援予定
人数（人/日）

農業土木
工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・
チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書
作成支援

H29.8.28～
H29.11.30

4
H29.9.11～
H29.12.31

1

林　　　業
工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・
チェック、計画概要書の作成支援、査定現地支援、朱入れ設計書
の作成支援、発注設計書作成支援

H29.8.16～
H30.3.31

4
H29.8.7～
H29.9.30

2

土　　　木
工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・
チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書
作成支援

H29.8.21～
H30.3.31

3 － －

11 3計

職　　種 業 務 内 容

日田市 中津市
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③九州・山口９県災害時応援協定に基づく他県職員の受入れ

・九州・山口９県災害時応援協定に基づく被災地支援対策本部への要請に

より、県において受入れ

〈業務内容〉

災害査定事務、復旧工事の設計、施工業務など

２ 財政支援

(１)財政支援

①災害救助法の適用による財政支援

・救助対策に係る費用負担（全額市町村→市町村負担ゼロ）

国１／２、県１／２（８割特交措置）

※救助内容：避難所の設置、食料品・飲用水、被服、寝具、医療、

住宅応急修理、障害物の除去等

②普通交付税の繰上げ交付

中津市 ７７８百万円（７／１４交付）

日田市 ８５１百万円（７／１４交付）

③激甚災害の指定（再掲）

（８月８日閣議決定、８月１０日公布・施行）

西部振興局 日田土木事務所 計

農 業 土木 H29.9.1～H29.11.30 2 － 2

林 業 H29.9.1～H30.3.31 2 － 2

土 木 H29.9.1～H30.3.31 － 3 3

4 3 7

職　　種 受入予定期間
受　入　予　定　所　属　及　び　人　数

計

〈県内市町村職員〉

応援予定期間
応援予定

人数（人/日）

農業土木
工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・
積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書
の作成支援、発注設計書作成支援

大分市、別府市、佐伯市、
臼杵市、豊後高田市、杵築
市、宇佐市、由布市、国東
市

H29.9.1～
  H29.12.31

4

土　　　木
工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・
積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書
の作成支援、発注設計書作成支援

大分市、別府市、佐伯市、
臼杵市、宇佐市、日出町、
九重町

H29.8.21～
  H29.10.20

5

9

職　　種 業 務 内 容 派遣予定市町村

日田市

計
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④国庫補助負担金・特別交付税等の要望

・被災地域の財政負担軽減のため、国庫補助負担金や特別交付税をはじめ

とした地方財政措置による十分な財政支援を国に要望

⑤農地等小災害復旧事業債の弾力的適用

・農家個人が行う小規模な農地の復旧事業への市町村補助金に対し、特

例として農地等小災害復旧事業債が適用されることについて、国（大分

財務事務所）と協議・了解済（再掲）

Ⅵ 推進計画の進捗管理と見直し

この推進計画は、今後の復旧状況に応じて、随時に見直しを行うとともに

中長期的な復旧・復興対策も含めて検討を進め、計画に反映する。

大分県水害対策会議が本計画の進捗管理を行い、着実に推進する。
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これまでの経過

○豪雨災害（※６月６日頃梅雨入り、７月２０日頃梅雨明け）
７月５日 九州北部豪雨
７月５日 災害対策本部の設置

○災害派遣要請
・自 衛 隊 ７月５日 日田市、７月６日～１３日 大分県全域
・緊急消防援助隊 ７月５日～１０日 日田市、７月５日～ ７日 中津市
・広域緊急援助隊 ７月５日～１０日 日田市

○災害救助法の適用
７月５日 中津市、日田市

○普通交付税（９月分）の繰上交付
７月１４日 中津市（７７８百万円）、日田市（８５１百万円）

１ ７月９日（日） 松本防災担当大臣へ緊急要望書を知事から手交し説明
＜要望項目＞

・激甚災害の早期指定
・被災者の生活再建への支援
・災害査定の早期実施と災害復旧事業の推進
・農林業や商工業、観光産業への支援
・ＪＲ久大本線・ＪＲ日田彦山線の早期復旧に向けた支援
・教育・文化財の復旧支援
・復旧・復興に向けての財政支援

２ ７月１２日（水） 安倍内閣総理大臣・高市総務大臣へ緊急要望書を知事から手交
し説明

＜要望項目＞
・激甚災害の早期指定
・被災者の生活再建への支援
・災害査定の早期実施と災害復旧事業の推進
・農林水産業や商工業、観光産業への支援
・ＪＲ久大本線・ＪＲ日田彦山線の早期復旧に向けた支援
・復旧・復興に向けての財政支援

３ ７月１４日（金） 第１回水害対策会議
・被災状況について
・今後の復旧・復興に向けた取組について

４ ７月１５日（土） 第２回水害対策会議（現地水害対策会議：中津市、日田市）
・被災状況について
・今後の復旧・復興に向けた取組について
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５ ７月１８日（火） 補正予算の専決処分＜１０億７，４５４万９千円＞
・被災者・生活支援
・農林水産業、商工業、観光への支援
・社会インフラ等の復旧

６ ７月２０日（木） 全国知事会から松本防災担当大臣へ緊急要望
・福岡県とともに、被災者の生活再建への支援や災害査定の早期実施と災害復旧事業
の推進、豪雨災害に関する緊急要望を国へ提出

７ ７月２１日（金） 九州北部豪雨などの被害について、国が激甚災害指定の方針決定
＜本激＞

・農地・農業用施設・林道の災害復旧事業等に係る国庫補助率の嵩上げ
・農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例

＜局激＞
・公共土木施設等の災害復旧事業等に係る国庫補助率の嵩上げ

８ ８月８日（火） 激甚災害指定の閣議決定
・対象は、農地等・農林水産業共同利用施設の復旧事業（本激）、公共土木施設等の復

旧事業（局激）
・８月１０日（木）公布・施行

９ ８月１７日（木） 第３回水害対策会議
・「復旧・復興推進計画（案）」について

10 ８月２３日（水） 第４回水害対策会議
・「復旧・復興推進計画」の策定

＜避難者数の最大値及びその際の避難所数＞

市町村名 避難箇所 世帯数 人数
大分市 13 78 131
別府市 10 3 5
中津市 52 444 787
日田市 65 372 1,002
佐伯市 36 35 52
臼杵市 9 11 13
竹田市 17 51 84

豊後高田市 9 19 23
杵築市 5 8 14
宇佐市 7 37 49

豊後大野市 7 42 68
由布市 9 18 23
九重町 3 14 18
玖珠町 2 5 8
合計 244 1,137 2,277
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平成２９年７月九州北部豪雨災害

1

林道・
林地被害

宝珠山日田線（土砂流出）

有田川
（護岸流失）

小野川（埋塞・護岸流出）

大肥川（浸水・護岸流出）

国道２１１号（道路冠水）

大鶴熊取線（土砂流出）
国道２１１号（土砂流出）

宝珠山日田線（路肩崩壊）

宝珠山日田線（土砂流出）

鶴河内川（護岸流出）

農業関係被災 林業関係被災 砂防被災

道路被災 河川被災 ＪＲ被災

林道中村(支)線
路肩の崩壊等

農地被害（小野地区）

農地被害・園芸被害
（大鶴地区）

園芸被害（関地区）

畜産被害（小野地区）

林地崩壊

畜産被害（山田地区）

林道被害

林道被害

小野地区（地すべり）
林道被害

ＪＲ久大本線（花月川橋梁流失）

農業関係被災 林業関係被災

水産関係被災

平成２９年７月九州北部豪雨災害

林道被害

1

山腹崩壊
農業用施設被害
（中津市草本）

山国川
（山国町中摩記念橋）

1上志川
（山国町守実）

山国川
（耶馬溪町下郷）

国道２１２号（路肩崩壊）
（耶馬溪町柿坂）

国道２１２号（路肩崩壊）
（耶馬溪町多志田）

中津山国自転車道線（路肩崩壊）
（耶馬溪町樋山路）

中津山国自転車道線（土砂流出）
（山国町中摩）

園芸施設被害
（山国町市平）

林道岳滅鬼線の
路肩崩壊

（山国町槻木）

農地被害
（山国町守実）

カキ養殖施設埋没
（小祝漁港）

航路埋塞（小祝漁港）

国道４９６号
（土砂流出）
（山国町草本）

道路関係被災

- 33 -

市別の被災図
【参考２】

＜日田市の被災状況＞

＜中津市の被災状況＞


